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はじめに

本稿は、中国における予防接種事業の歴史的展

開を、種痘政策を中心に検討するものである。

種痘は、天然痘に対する免疫を獲得させるため

の予防接種であり、1796年、ジェンナー（Edward

Jenner）による牛痘法の考案以来、各国で実施さ

れた。1958年には世界保健機関（WHO）による天

然痘根絶計画により、地球規模での患者の発見と

種痘接種が行われ、1980年、WHOは地球上から天

然痘が根絶されたとの宣言を出した。中国におい

ても、全国的な種痘政策により、1960年代はじめ

以降、天然痘患者は発生していない（中華人民共

和国国家衛生和計画生育委員会2012）。

天然痘が強い免疫性をもつことは、ジェンナー

による牛痘法の考案以前から知られていた。中国

では、その起源については諸説あるものの、明代

末期の16世紀後半には天然痘感染者の膿や瘡を未

感染者に接種する人痘法が行われており、17世紀

半ばには長江以南地域では一定程度知られていた

とされる（余2003；邱2007）。

医療社会史の分野では、天然痘やその予防対策

である種痘法は、天然痘流行に関する記述が多く

見られる明代・清代の時期を中心に、比較的関心

を集めてきたトピックであり、人痘法の起源
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■要約

本稿は明清期から1950年代という長期的時間の中で、種痘がどのように中国社会に普及していったのかを通史的に

検討するものである。中国では17世紀中葉以降、人痘接種が一部の知識階層・上流階層の間で知られていた。19世紀

はじめ、牛痘法が中国へもたらされると、各地で慈善組織などにより牛痘処が陸続と設けられたが、この時期、政府に

より政策的に種痘の普及が行われた形跡は見られない。一方、19世紀半ば以降中国に設けられた租界や租借地では、

行政機関により牛痘接種が政策的に行われた。しかし当局の思惑ほどは受け入れられず、中国人住民の間では旧来の

接種法も根強く実施されていた。20世紀に入ると中国政府による衛生事業の行政化が進展する中で、種痘接種も制度

化されはじめる。1920年代末から40年代、国民政府は乳幼児への接種の義務化、接種者の養成などを行い、都市部で

は種痘の一定程度の普及が図られたが、広大な農村部への普及には至らなかった。1949年に樹立された中華人民共和

国は、農村部をも含めた医療衛生ネットワークの建設、広範な医療人員の動員と基層衛生員の養成・配置などを通し

て、全国レベルで種痘政策を実施した。この間の歴史的過程からは、種痘政策が普及していくまでに、文化慣習、政府

役割、ヒトの移動と管理、都市と農村格差といった様々な課題が存在したことが見てとれる。
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（Needham1980）、地域社会における天然痘流行の

実態（劉・曹2015）、種痘の普及状況（梁1987；余

2003；邱2007）、清王朝と天然痘・人痘との関わり

（張嘉鳳1996）など、様々な側面が検討されてき

た。また、近代以降に関しても、政府による種痘

政策の制度化や実施過程およびその社会的影響な

どに関して言及されてきた（飯島2000；福士

2010；張泰山2008；李2007）。

本稿では、これら個々の時代・地域における先

行研究を踏まえつつ、明清期から1950年代という

長期的時間の中で、種痘がどのように中国社会に

普及していったのかを通史的に検討することとす

る。

Ⅰ．人痘法とその普及程度

上述のように、中国における人痘法の起源につ

いては定かではない。10〜12世紀はじめの北宋の

時代に峨嵋山の人がはじめた、江西の道士が峨嵋

山での修行中、夢の中にあらわれた神から教えら

れた、明代の嘉靖年間（1522-1566）、ある商人が

航海中に媽祖から伝授されたなど、様々な起源伝

説が伝えられている。だが、医書や地方志など各

種文献の検証により、近年では、明代の隆慶年間

（1567-1572）、安徽の寧国にあらわれたという説

（余2003）や、時期こそ定かではないが、その起源

は江西にあるのではないかという説（邱2007）が

唱えられている。

史料からは、17世紀半ば頃までに、江西、湖南、

湖北、安徽、江蘇、浙江、福建、広東などの中国

南部で人痘法が行われていたことが確認されてい

る。一方、北方への伝播は、1670年代、清朝の康

熙帝が医師を招いて子女に接種させたところ効果

があったことから、皇族や側近、上層階級を中心

に広まったとされる（張嘉鳳1996）。王朝に公認

されたことにより、人痘法は、官による刊行物に

も掲載されることとなり、それまで民間で伝えら

れていた技術は、より広範に知られることとなっ

た。乾隆帝の命により編纂された『医宗金鑑』

（1749年）には、以下の4種の人痘接種方法が記録

されている。①痘衣法：天然痘感染者の衣服を被

接種者に与える、②痘漿法：痘瘡から出る漿液に

ひたした綿を被接種者の鼻につめる、③旱苗法：

かさぶた状になった痘瘡を粉末状にしたものを被

接種者の鼻腔に吹き込む、④水苗法：かさぶた状

になった痘瘡を粉末状にしたものを水に溶き、そ

れをしみ込ませた綿を被接種者の鼻につめる。

『医宗金鑑』では、水苗法が最善、旱苗法が次善と

された（余2003；邸2007）。

では明清時期、人痘接種はどの程度普及してい

たのだろうか。邸仲麟によると、地域と社会階層

による差異があったという。地域的には、南方で

より普及し、北方では相対的に普及程度は高くな

かったとされる。これは両地域の民衆の経済条件

および種痘医の多寡、痘苗の製造や流通に関する

条件において南方が優位であったことによる。西

南や西北地域では、避痘法（天然痘患者を遠ざけ

る方法）が盛行しており、人痘法はあまり普及せ

ず、更に全体として農村に比べ都市でより普及し

ていたという。

社会階層から見ると、経済上・認識上の原因に

より、人痘接種は「士商」など社会上層階層を中

心に広まったとされる。人痘接種は安価な医療技

術というわけではなかった。安徽の徽州府婺源県

の生員・詹元相という人物は、1701年、自分の子

女に人痘を接種した際にかかった費用を日記に記

している。まず痘苗に銀三分、点薬に銀五分、処

置の際に使用する香油・紅布に銀八分、接種場所

の設置とそこでの祈祷に銀四分、ここまでで合計

銀二銭。更に、種痘医への食費・謝礼に銀八銭が

かかったという。当時銀一銭で塩九斤半を購入す

ることができ、銀六銭で米豆一石を購入できた1）

というので、経済的に余裕のない人々にとって

は、人痘接種は決して容易に取り入れられる技術
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ではなかった（邱2007）。

人痘接種にともなう危険性に対する認識も存在

していた。清代の医師・張琰は、8〜9000人に種痘

接種を行い、救えなかったのは20~30人だった2）

と記している（余2003）。その成功率は比較的高

かったものの、上述のように安価ではない上、不

確実性もあったため、人々の間には人痘接種に対

する恐怖感や反対論も存在していた（余2003；邱

2007）。

明清時期、人痘接種の社会への普及に国家や政

府は関与しておらず、強制性はなく、あくまで

人々の任意によるものであった。各地の地方官も

人痘接種を普及させようとした形跡は見られない

という。この時期、人痘接種の効果について刊行

物などを通して宣伝し、広めていたのは、接種技

術をもった医師たちと、一部の知識階層や地域有

力者などの社会上層といった民間の人々であり、

その普及程度は限定的であったと考えられている

（余2003；邱2007）。

Ⅱ．牛痘の伝来と普及

1．牛痘の伝来と牛痘局の設立

牛痘は1805年、ポルトガル商人によってマカオ

へもたらされたことにより中国に伝わった。牛痘

接種を中国で初めて実施したのは、イギリス在広

州領事館の医師・ピアソン（Alexander Pearson）で

ある。上腕部を切開して牛痘苗を接種するこの技

術を広く中国社会に広めたのは、広東の鄭崇謙と

邱熹である。鄭崇謙は、ピアソンから伝えられた

牛痘接種法を中国語訳した『英吉利国新出種痘奇

書』（1805年）を刊行するとともに、自ら牛痘局を

設立し接種技術の教育を行った。邱熹はこの牛痘

局で学び、自らも牛痘局を開設し『引痘略』（1817

年）を刊行し技術の更なる普及に努めた（梁

1987；余2003）。

19世紀前半期、牛痘接種がどの程度普及してい

たのかを量的に把握することは難しい。だが、江

南地域では、1830年代に江蘇・浙江の地方長官で

ある両江総督・陶澍の命令により、牛痘接種を専

門に行う牛痘局が設立されており（梁1987）、1870

年代半ば以降には、江南各地の地方官により、

人々に無料で牛痘接種を施す牛痘局が陸続と設立

されている（余2003）。1875年、当時の上海の様子

を記した葛元煦『滬游雑記』には、「邑廟園の中に

官は牛痘局を設けており、種痘を受けるだけの力

のない貧民が局へ来て施種してもらっている」と

いう記事が見られる（葛元煦1876）。余新忠はこ

の記事から、官が設立した牛痘局が常設でなかっ

た可能性を指摘する。すなわち、時期が限定的で

あるから、その時期に貧しい人々が来るのであっ

て、経済力のある者は金を払って種痘を受けただ

ろうと推測している（余2003）。

こうした官設の牛痘局のほか、善会・善堂と呼

ばれる民間の慈善組織による施種牛痘も広範に行

われていた。善会・善堂は、明末以来、死者の埋

葬、孤老や貧しい寡婦への援助、孤児の収容、無

料の医薬の提供といった「善挙」を行う組織とし

て登場し、地域社会における民生・福祉事業の重

要な担い手であった。牛痘接種もまたこれらの組

織の活動に取り入れられ、実施されていた（梁

2001；小浜1999）。

中国社会において19世紀後半以降、官設・民設

を問わず、多くの牛痘局が設立され、種痘普及が

図られたのは何故だろうか。余新忠は、とりわけ

官設の牛痘局に関して、牛痘が人痘に加え安全性

が高く、有効性が高いなどの利点をもっていたこ

と、「勤政愛民」という伝統思想が背景にあったこ

とをあげている（余2003）。これに加え、牛痘接種

が、人痘接種の際に付き物であった儀式性を有さ

ず簡便であったこと、人痘に比べ痘苗を安定的に

確保できたことなども要因として考えられよう。

19世紀後半、中国社会においては、種痘接種を

政策的に推進する動きは未だあらわれていない。

中国における予防接種の歴史的展開
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上述の官説の牛痘局にせよ、あくまで地方官の個

人的事業であって制度的裏付けがあったわけでは

なく、強制性もなかった（余2003）。だが、19世紀

後半、中国に設けられた外国租界や租借地では、

政策として牛痘接種が行政の一環に組み込まれつ

つあった。

2．上海共同租界における種痘政策

上海共同租界とはいわゆる外国人居留地区であ

る。1842年の南京条約による開港以後、イギリス

領事と清朝地方官との間で結ばれた第一次土地章

程により、イギリス租界が設置された。イギリス

に続き、フランス、アメリカも上海に租界を設け、

アメリカ租界は1863年にイギリス租界と合併し、

共同租界となる。中国人行政地域である華界も含

め、近代期の上海には共同租界、フランス租界、

華界の3つの行政地域が併存していた。外国租界

は当初は中国人の居住を禁じていたが、太平天国

の乱の際、多くの避難民が租界へ流入したことに

より1854年には中国人の居住も認められた。これ

以後、租界の人口は急増し、1855年には2万人あま

りであった人口は、1880年には11万人、1900年に

は35万人、1910年には50万人あまりに増加した

（鄒1980）。

共同租界の市政は、一定の納税額を納めている

外国人居住者による納税者会議（議決機関）、納税

者会議の構成員から選出される董事会（最高行政

機関）、行政執行機関である工部局によって行わ

れていた。納税者会議・董事会はもとより、工部

局の上級職もまた外国人によって占められてい

た。

糞便やゴミ処理の監督、街路の清掃、下水溝の

管理、食品市場の管理といった都市の衛生に関わ

る事柄は、1850年代以来、工部局警察の職掌とし

て行われていたが、その活動は限定的だった。種

痘政策といった住民の習慣・身体に直接関わる領

域に共同租界当局が積極的に関わりだしたのは、

1868年、エドワード・ヘンダーソン（Edward

Henderson）が工部局医官に就任して以後のこと

だった（MacPherson1987;福士2010）。

ヘンダーソンが医官に就任した翌年の1869年末

から1870年にかけて、上海では天然痘の軽微な流

行が見られた（Barton1871）。この流行の最中、ヘ

ンダーソンは共同租界董事会に対し、「上海の天

然痘の発生と蔓延にはかなりの程度、旧来の接種

習慣が関わっており」、「中国での旧来の接種法は

かつてイギリスで行われていた方法よりも危険

で」、「何の衛生上の措置もとられていない狭く入

り組んだ中国の建物内での接種は特に恐ろしい結

果を招くので」、「中国人の安全と我々の利益のた

めに、今こそ租界内での旧来の接種法を禁止」し、

その上で租界当局により種痘ステーションを設立

し、広く中国人に対し無料の接種を行うと同時

に、中国人医師に牛痘苗を用いた腕種法を伝授す

べきだと建議した3）（上海市档案館2001）。

実際、種痘により軽度の天然痘に感染した子供

が、免疫をもたない周囲の人々に感染させる可能

性があるということは、中国社会においても古く

から認識されていた。邱仲麟は、康熙年間（1662-

1722）以後の様々な事例を紹介し、こうした事実

が牛痘推進派による人痘接種批判の論拠となった

と指摘している（邱2007）。

ヘンダーソンによる建議は董事会に容れられ、

董事会は清朝地方官である上海道台に租界内での

旧来の接種法の禁止を発令するよう要請した4)。

これを受けて上海道台は1870年6月初旬までには

租界内での旧来の接種法の実施を禁止した5）よ

うであるが（上海市档案館2001）、この時、どのよ

うな禁止令が出されたのかは、資料的制約により

明らかではない。

こうして、1870年9月、租界当局による種痘ス

テーションが設立された。中国人社会への宣伝も

それなりに行われたが、1870年10月3日、ヘンダー

ソンは以下のように報告している。「連日の暑さ
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のため、今まで種痘を受けに来た人は一人もいな

い。寒い季節が来る前なので、中国人は子どもを

接種に連れてくることを頑なに拒んでいる。彼ら

は依然として肯定的態度を示していないが、私た

ちはさほどがっかりはしていない。なぜなら、夏

季に行う接種が奏功するかどうか断言しがたいか

らだ」6）（上海市档案館2001）。ヘンダーソンの

期待どおり、夏季が過ぎた翌年の1871年3月・4月

には180人の子どもへの接種が行われている

（Jamieson1871）。だが、この後も種痘ステーショ

ンを訪れる中国人は少数であったのだろう。1873

年には、当局は種痘接種を自主的に受ける子ども

に対し銅銭を給付するという方法をとり、488人

の児童に種痘を接種したという（彭善民2007）。

共同租界衛生当局による種痘政策は、当初は期

待したほどの成果をあげることはできなかった

が、種痘ステーションは衛生当局によって常設さ

れ、図1に見られるように、20世紀に入ると、種痘

接種者数は大幅に増加している。これは、1907年

に天然痘の大流行があり共同租界内で800人を超

える死者が出たことにより危機意識が高まったこ

と、中国社会においても種痘接種への認識が広

まったことが要因として考えられよう。だが、ヒ

トの出入りの激しい上海においては、1907年の大

流行以後も天然痘のコントロールは困難であっ

た。1920年代、共同租界当局は子供だけでなく、

租界内の会社企業等で働く労働者に対しても、種

痘を接種するよう商会などを通して強く勧告して

いる (Shanghai Municipal Council Health Dep.

1923）。

3．旧来の種痘法の根強さ

牛痘苗を用いた腕種法が普及していく中で、上

述のように人痘苗を用いた旧来の種痘法を禁止、

排除しようという動きも見られた。にもかかわら

ず、それは中国社会ではかなり根強く実施され続

けた。共同租界では1870年の段階で旧法の禁止令

が出されたが、それは当初から「空文化」してい

中国における予防接種の歴史的展開

−37−

図1　上海共同租界・種痘接種件数と天然痘死亡者数（1903－1921）
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たという（Jamieson1871）。1920年代はじめの共同

租界衛生当局の報告書でも、「少数ではあるが未

だ旧来の方法による接種が行われている」と記さ

れている（Shanghai Municipal Council Health De-

partment1921）。

馬伯英は、1985年、上海市区および浙江省・江

蘇省に住む当時65歳以上の人々653人を対象に各

人の初めての種痘経験に関する回顧調査を行っ

た。調査対象者の出身地は上海、浙江、江蘇、四

川、北京、天津、安徽、山東、陝西、黒竜江、華

北、湖北、江西、貴州と様々で、多くは出身地で

種痘を接種したと記憶していた。653人のうち種

痘を受けたことがない、と答えた者は27人。旧来

の接種法で受けた者は、1985年当時90歳以上のグ

ループ（10人）では60％、80〜89歳のグループ

（111人）では27.93％、70〜79歳のグループ（311

人）では17.04％、65〜69歳のグループ（221人）で

は11.3％であった（馬1991）。調査結果では被調査

者の初めての種痘年齢は明確には示されていない

が、0~5歳程度の乳幼児時期だとすると、被調査

者が種痘を受けたのは1890年代から1920年代以前

であり、1920年代には牛痘を用いた腕種法が浸透

していたものの、依然として旧来の方法も実施さ

れていたことがわかる。

では何故、人々は一部地域では禁止されていた

にもかかわらず、旧来の方法で種痘を受けていた

のだろうか。切開を伴う腕種法への恐怖感、外国

からもたらされた技術・薬品に対する忌避感、腕

種法を実施する技術を持った医療従事者の不足な

ど、様々な要因が考えられよう。

Ⅲ．種痘接種の制度化

1．清末〜民国初期の種痘事業

20世紀に入ると中国社会においても、種痘接種

の制度化が徐々に進められる。

政府が種痘事業に関与しはじめるのは、1905

年、清朝末期の制度改革の中で巡警部が設立さ

れ、その中に衛生分野を担当する衛生司が設けら

れて以後である。衛生司は清道（域内の清潔保持

事業一般）、防疫、食品検査、屠獣の管理、医師・

薬品の管理などを職掌とした。巡警部は1906年、

民政部として改組され、1908年には「巡警道官制」

により、各省に巡警道が設置され、警察行政の一

環として衛生事業が行われることとなる（飯島

2000）。

こうした中で種痘に関する法規も整備されはじ

めた。北京では1910年に「管理種痘規則」が出さ

れている。「管理種痘規則」は、善堂あるいは医師

を問わず凡そ局を開いて牛痘接種を行っている全

ての者に適用される（第1条）規則であり、善堂の

場合、接種場所の所在地・管理者・接種を行う医

師の氏名・経費・価格・痘漿・期日を、医者の場

合は、接種場所の所在地・氏名・価格・痘漿・期

日を巡警官署に届け出ること（第2条）、毎月の種

痘接種に関する報告書を提出すること（第3条）、

発病している小児への種痘接種の禁止（第4条）、

痘苗はできるだけ「新製」のものを使用すべきこ

と（第5条）、痘漿を発症者からとる際には身体を

傷つけてはいけないこと（第6条）、届け出をした

価格以外を要求しないこと（第7条）、巡警による

種痘処の検査を受けること（第8条）が規定されて

おり、これらに違反した場合10日以下5日以上の

拘留、もしくは10元以下5元以上の罰金が科せら

れるものとされた（田涛・郭成偉1996）。この規則

からは、種痘事業を実質的に担っていたのは善堂

などの組織や民間の医師であったが、その領域へ

の政府による関与が進められつつあったことが看

取できる（飯島2000）。また痘苗や接種法に関し

ては、この規則からは明確に牛痘苗を用いた腕種

法が推進されていたわけではないこともわかる。

民間が実質的に種痘事業を担い、政府がそれを

一定程度管理するという体制は、中華民国初期に

おいても基本的には継続したものと考えられる。

海外社会保障研究 Autumn 2015 No. 192
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中華民国北京政府は、衛生行政を担う内務部衛

生司の設置、衛生関連法規の制定など一定程度の

衛生の制度化を進めたが、中央政府の弱体化の中

で、全国的な衛生行政機構としての役割を十分に

果たすことはできなかった。その一方で、中国各

地ではコレラやペストといった感染症の流行を背

景として、それへの効率的対応のためにも、また

中国の近代化・文明化の一環としても、衛生事業

の制度化を行うことの重要性が意識されつつあっ

た（飯島2000）。

北京政府時期、限定的ではあるが、政府が種痘

事業に積極的に関与した形跡はみられる。1917年

の山西・綏遠一帯での肺ペストの流行をきっかけ

として1919年、北京に設立された中央防疫処は、

北京市内の孤児院や育嬰堂、学校、遊民習芸所な

どで広く種痘を実施し、北京市街での種痘の普及

に大きな役割を担った。だが資金不足などによ

り、市郊外の各県への普及にまでは至らなかった

という（飯島2000）。

2．南京国民政府の種痘政策

1927年に樹立された南京国民政府は、全国的衛

生行政網を形成した。南京国民政府は1927年4月、

全国の衛生行政を統括する中央衛生機関として内

務部衛生司（同年10月には衛生部に昇格、1930年

に内政部衛生署として改組）を設け、1928年12月、

「全国衛生行政系統大綱」により、中央の衛生部以

下、各省に衛生処、各特別市および市・県に衛生

局を設置することが規定された（陳明光1996）。

組織整備に加え、各種の衛生法規の整備も行わ

れた。こうした中で、種痘に関する規則である

「種痘条例」が1928年7月、内政部により公布され

ている。「種痘条例」では、出生後3カ月〜1年以内

および6歳〜7歳期の2度種痘を受けること（第2

条）、毎年3月〜5月、9月〜11月に種痘接種を実施

すること（第3条）、上記の時期を逃した者や善感

しなかった者に対しては別に機会を設けること

（第4条）、種痘時期には各市県の衛生行政機関は

種痘局を設け、種痘実施期日の10日前には必要事

項を周知すること（第5条）、天然痘防止のために

特別に種痘を行う場合は、各市県の衛生行政機関

は被接種者の範囲と実施期間を定めること（第6

条）、種痘局は被接種者に種痘証書を発給するこ

と（第7条）、医師が種痘を行った場合、その医師

が種痘証書を発行し、その証書をもつ者は種痘局

で種痘を受けた者と同じと見なすこと（第8条）、

疾病やその他の正当な理由によらず期間内に種痘

を受けなかった者は、第四条による者以外、その

父母、保護者あるいは保育に責任をもつ者は十元

以下の罰金を科せられること（第9条）、種痘局と

医師は種痘記録簿を備え、詳細に種痘状況を記録

し、調査の便宜を図ること（第10条）、種痘局およ

び医師は毎年6月〜12月に被種痘者の氏名、性別、

年齢、籍貫、住所およびその他の関連事項を各市

県の衛生行政機関に報告し、市県の衛生行政機関

は更に民政庁および内政部に報告を行うこと（第

11条）、などの事項が規定された（陳明光1996）。

この「種痘条例」が出された翌年の1929年、衛

生部は「省市種痘伝習所章程」を公布し、各地で

種痘を実施する人員の訓練にも着手している。

「省市種痘伝習所章程」では、省市の衛生行政機関

あるいは公私立病院内に伝習所を設け（第2条）、

20歳〜45歳以下の品行方政で健康で文章読解能力

のある男女を対象に（第5条）、3週間を上限とする

研修を施す（第4条）としている。研修は、講義と

実習から成り、講義では天然痘の感染メカニズム

や免疫原理、種痘接種技術のほか、旧来の方法と

牛痘法との比較などの項目が設けられていた。更

に「本章程施行以前に、旧法による種痘業務を

行っていた者は、本所に入り訓練を受け、訓練満

期後は新法によって種痘を行わなくてはならな

い」（第10条）として、旧来の種痘法を行っていた

者を再教育して種痘の普及に利用しようとしてい

た（陳明光1996）。

中国における予防接種の歴史的展開
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こうした種痘接種の制度化、人員訓練、中央防

疫処により製造される痘苗の政府機関・病院など

への安価での提供、全国的な医師会を通じての医

師への通達、各地の政府機関を動員した宣伝活動

などが行われ、1937年までの南京国民政府期、各

地で種痘実施件数は大きく増加した（張泰山

2008）。

表1は、1930年代の上海特別市、上海共同租界、

北京市の種痘実施件数を示している。上海特別市

および上海共同租界では、1930年代、国際連盟に

よる南京国民政府への衛生事業援助プログラムの

一環として種痘およびコレラ予防注射の接種キャ

ンペーンが展開されており（福士2010）、衛生行政

機関や市内の公私病院での無料接種の他、移動接

種隊により市内各所で接種が実施されたため、数

多くの市民への接種が行われた。また、他地域で

も、広州市では1937年・38年には159,638人（人口

の25％程度）、湖南省では1934〜38年の5年間でお

よそ30万人が接種を受けたという（張泰山2008）。

だが、この時期、種痘の普及は都市部を中心と

したものであったと考えられる。広大な農村部に

関しては、後述のような一部の衛生実験区を除い

て、普及は困難であったことが推測される。

3．農村部への普及問題

南京国民政府による種痘政策は、政府衛生行政

機関が大きな役割を果たすものとしてデザインさ

れていたが、1930年代、県以下の農村部では政府

による医療衛生機構が設立された地域はわずかで

あった。表2は、1936年段階での政府による県レ

ベルの医療衛生機構の数を示している。1936年当

時、16省1098県のうち、県レベルの医療衛生機構

が設立されていたのはわずかに181県であり、地

域的にも差があった。表2からは他省に比べ江西

省に多くの機構が設けられていることがわかる

が、これは政治的理由による。江西省は1920年代

末から30年代初め、中国共産党が革命根拠地（後

にソビエト政府）を置いた地域であったが、1934

年、国民党による第五次囲剿作戦により国民政府

支配下に入った地域である。それ故に地域住民の

指示を取り付けるため、他地域に比べ中央政府か

らの財政的・技術的援助が行われ、多くの県レベ

ルの医療衛生機構が設けられた（Yip1995）。

多くの農村地域では、地域住民の健康状態に関

与する医務人員や医療衛生機構が不足・欠如して

おり、種痘の普及は都市部に比べると遅々たるも

のであったと考えられる。1936年、国民政府衛生

署は、「牛痘が中国にもたらされたのは100年以上

前のことであるが、天然痘は未だ主要な死因と

なっている…農民への予防接種による免疫付与は

困難な事業である。ある地域では人口の10％に種

痘を接種するのに5年を費やした」（League of

海外社会保障研究 Autumn 2015 No. 192
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Nations1937）と記している。

ただし例外的な地域も存在した。1920年代から

30年代、一部の地域に設立された農村衛生実験

区7）では、比較的広範な種痘接種が行われたこと

が報告されている。河北省定県衛生実験区では、

1930年〜34年の4年間で、対象地域住民44,190人に

対し、24,699件の種痘接種が行われている。だが、

こうした地域でも天然痘や種痘接種に対する住民

の理解の欠如、村々への交通の便の悪さ、種痘接

種事業に携わる人員・組織の脆弱性などといった

困難は存在し、種痘接種を逃れようと子どもを天

井に隠す女性や、また時には、村には「天然痘の

神」がいるので種痘接種の必要はないと主張する

老人なども見られたという（Chen and Li 1934）。

Ⅳ．戦中戦後の天然痘の流行と中国共産党

による1950年代の種痘政策

1．戦中戦後の天然痘流行と種痘政策

1937年、盧溝橋事件により日本は中国へ本格的

に軍事侵攻をはじめ、7月末には天津・北京を陥

れ、8月には上海など華中への攻撃を開始した。

上海戦において大きな消耗を受けた国民政府は、

11月、政府を長江上流の四川省重慶へと移転し

た。

戦区となった地域の住民の中には、より安全な

地域を求めて省内あるいは省外へと移動する者も

多く、9500万人以上の人が難民化あるいは流動人

口化したとも言われている（張根福2006）。こう

した人の移動の激化が感染症のコントロールを困

難にした可能性はおおいに考えられる。1937年か

ら47年、8万人以上の天然痘感染者、1万人以上の

死亡者が出たという（張泰山2008）。

重慶へ移転した国民政府は、1944年、新たに

「種痘条例」を公布し、1歳以内、5〜6歳期、11〜12

歳期に義務接種を受けること（第2条）、春季・秋

季に戸別調査を行い、地域の病院・開業医師・看

護師・助産師が接種を行うこと、保甲長は衛生機

関の調査に対し責任を負い、管轄下の住民が種痘

を受けるよう督促すること、病院・開業医師・看

護師・助産師は衛生機関からの委託を拒絶するこ

とはできないこと（第3条）、幼稚園・国民学校お

よび中学校では入学生・在学生に対し種痘接種歴

を調査し、未接種者に接種すること（第4条）など

を規定した。この規定からは、1928年と比べ、接

種者の父母や保護者だけではなく、地域社会（保

甲）、学校などをも含め全社会的に種痘政策を推

進すること、また民間の医療従事者の動員が強化

されていることがわかるが、日中戦争期、各地域

でどの程度種痘が実施されたのかの実態は、現在

のところ史料的制約により明らかではない。

戦後内戦期もヒトの移動の活発化の中で、天然

痘の流行が各地で見られた。上海では、1946年か

ら48年の3年間、それぞれ666人、1,735人、980人の

天然痘患者が記録されている（福士2010）。1945

年秋から46年春にかけての流行の中で、上海市政

府衛生当局は、上海から外地へ向かう船客への種

痘接種の義務づけ、市民への無料接種の強化、宣

伝、市立小中学校での強制接種を行っている（上

中国における予防接種の歴史的展開
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出所）League of Nations, Health Organization(1937),p20よ

り作成。―はデータなし。

表2 1936年段階での県級医療衛生機構数
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31雲南

81

1

福建

―

―

1青海

12

1甘粛

811江西

441江蘇

51広西

―1寧夏

91

61河南

5
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海市衛生局1946）。

2．1950年代の種痘政策

以上のように1920年代末以来、中国では全国的

な種痘接種を政策として実施することが志向され

ており、一部地域では一定程度の種痘接種が普及

していたが、農村部をも含めた全国的な普及には

至らなかった。1949年に樹立された中華人民共和

国は、「面向工農兵（労働者・農民・兵士に目を向

ける）」、「予防為主（予防を主とする）」、「団結中

西医（中国伝統医学・西洋医学の団結）」の原則の

下（張学文1953）、農村部をも含めた医療衛生ネッ

トワークの建設、広範な医療人員の動員と基層衛

生員の養成、大衆を動員した衛生運動などを通し

て、全国レベルでの天然痘のコントロールに乗り

出した。

李洪河による1980年代に出版された各地の『衛

生志』における天然痘流行状況に関する記述の調

査によると、北京市では1950年下半期、山西省で

は1953年、湖南省では1955年、広西省では1953年、

山東省では1953年、上海市では1951年7月、江蘇省

では1954年、江西省では1954年、福建省では1953

年以後、天然痘感染者は発生しておらず、このほ

かの地域でも1950年代後半には天然痘患者は見ら

れなくなったという（李洪河2007）。

具体的な種痘政策の実施過程をいくつかの地域

について見てみよう。中央人民政府衛生部は1950

年10月「種痘暫行条例」を出し、中国境内の居民

は、国籍を問わず、均しく種痘接種を受けること、

生後6か月以内、満6歳、12歳、18歳の4度の義務接

種、天然痘流行地域および隣接地域では、あらゆ

る住民に対して接種を行うこと、などを定めた

（李洪河2007）。

これを受け、上海市では全市各区内の難民、棚

戸（バラック小屋居住者）、貧しい労働者層が集ま

る場所で重点的に種痘接種を行うと同時に、40歳

以下の市民で1950年内に接種した証明書を所持し

ていない者全てに対して接種を行うことを計画し

た（李洪河2007）。1951年1月、上海市衛生局は

「種痘実施辦法」を公布し、開業医師・医学校の学

生などを含む7000人近い医療関係者を動員し、市

内1319か所の固定種痘ステーション、1836組の移

動種痘隊を組織し、各戸検査、未接種者への接種

を行い、接種対象者の95％以上への接種を実現し

たという（上海衛生志編纂委員会1998）。また北

京市でも同時期、全市71万人への接種が行われた

（李洪河2007）。

この時期、農村部でも農村基層衛生機構の組織

づくりと同時進行で、住民への大規模な種痘政策

が実施されている。1950年8月、全国衛生工作会

議において「関於健全和発展全国衛生基層組織的

工作」が通過し、各地方政府は県に衛生院、郷に

衛生所、村に衛生員を置くことが規定された（張

学文1953）。各地での農村基層衛生組織の設立状

況は、当該地域の社会経済的条件、それまでに

あった医療資源状況により多様であったと考えら

れる8)。以下では雲南省大理地区の事例を見てみ

よう9)。

雲南省大理地区では、農村基層衛生機構の組

織、人員訓練は土地改革と同時に進められた。

1951年雲南省政府は「雲南省土地改革実施辦法」

を公布し、土地改革工作隊を組織して各地域での

土地改革を主導させることを定めた。この土地改

革工作隊の中には、衛生工作隊という組織が設け

られ、土地改革工作隊と同道し、工作隊隊員の健

康管理だけでなく、地域の感染症への対策、治療、

衛生宣伝、基層衛生人員の訓練、基層衛生組織の

設立を行うものとされた。大理地区の衛生工作隊

の場合、のべ500人弱の衛生工作隊が組織され、四

期に分けて大理地区の各県に派遣された。衛生工

作隊の中には、衛生行政人員のほか、各県の県城

などで開業する多くの開業医療従事者（西洋医・

中国伝統医・薬剤師など）が含まれていた。彼ら

の農村での衛生工作への動員は、「衛生人員は反
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動統治時期の搾取階級の毒素に浸蝕されているの

で、彼らに農村における実際の反封建闘争の現場

を経験させることは、改造の一つの機会となる」

としてとらえられていた（大理自治州档案館153-

1-4）。

衛生工作隊は、各県の村々を回る中で、住民に

対する種痘接種を行った。1952年、大理地区祥雲

県では住民195,709人中35,748人、蒙化県の一部で

は住民16,756人中13,580人に対し種痘接種が行わ

れている（大理自治州档案館 153-1-4）。また、

1953年には雲龍・漾濞・鄧川などの各県で106,411

人が種痘接種を受けた（大理自治州档案館153-1-

7）。

農村住民への種痘接種は、地元の住民に短期間

の訓練を施し村レベルの衛生員・接生員（助産

員）・防疫員とする基層衛生人員の教育と結び付

けて展開された。1951年から53年、大理地区では

2,042人の衛生員、2,353人の接生員、2,180人の防

疫員が養成されている。各県ごとに養成人員数に

は差が見られるものの、例えば祥雲県には当該時

期、74の郷、472の自然村が存在していた。祥雲県

で養成された基層衛生人員は449人であり（大理

州档案館153-1-4, 153-1-7）、全ての自然村に1人の

基層衛生人員が置かれたというわけではないよう

ではある。だが相当程度の地域をカバー可能な人

員がこの時期に既に養成されていた。

基層衛生人員は、種痘をはじめとする予防接種

を地域住民に対し実施するものであった。1957年

に刊行された農村衛生員のためのパンフレット

『農村衛生工作者手冊』には、牛痘ワクチンのほ

か、コレラ、腸チフス、赤痢、結核、百日咳、ジ

フテリア、破傷風などに対する予防接種の接種方

法、初接種時期、再接種間隔、免疫保持期間など

の一覧表が掲載されている（呉元章ほか1957）。

種痘以外のこれらのワクチンが、改革開放以前、

全国的にどの程度の普及が図られたのは定かでは

ない。だが、「60年代末以降、接種対象に対し計画

的に接種を行う試験区が設けられた」（黄永昌

1994）とされていることから、地域的に限定され

たものであったのかもしれない。だが種痘政策に

関していえば、地域住民を把握し接種を施す基層

衛生人員の存在は、政策の全国的普及に一定程度

の効力を発揮したものと考えられる。

おわりに

以上、本稿では明清期から1950年代までの種痘

普及の歴史的展開について述べてきた。

この間の歴史的過程からは、種痘政策が普及し

ていくまでに、文化慣習、政府役割、ヒトの移動

と管理、都市と農村格差といった様々な問題が

あったことが見てとれる。これらの問題は中国独

自のものというよりは、軽重の違いはあれども、

多くの国や地域においても歴史的に見られたもの

であろう。これらにどのように対応していったの

かによって、各国各地域の予防接種政策や医療衛

生制度の特徴がより鮮明に見えてこよう。また、

これらの問題のいくつかは今日にも通底するもの

でもある。改革開放以後、中国では児童に対する

計画免疫が進められ、百日咳・ジフテリア・破傷

風、結核、ポリオ、麻疹ワクチンの接種が行われ

た。2002年にはこれにB型肝炎ワクチンが加わ

り、2008年以降は「拡大免疫規画」により12種の

感染症に対する予防注射が行われている。だが

1980〜90年代には、農村医療システムの崩壊にと

もなう農村医療サービスの質量の低下により都

市・農村間での接種率の格差が見られ（飯島・澤

田2010；大谷2007；聨合国児童基金会2010）、また

近年においては流動児童の低予防接種率が問題化

されている（王淑梅2015）。

本研究の一部は、科研費・基盤研究C（26350371）

の助成を受けたものである。
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注

1）清・詹元相『畏齋日記』（康熙40年12月初4、初5、27

日、康熙40年11月11日）の記述。邱仲麟（2007）491

頁より引用。

2）清・張琰『種痘新書』巻2の記述。余新忠（2003）244

頁より引用。

3）上海市档案館（2001）『工部局董事会会議録』上海古

籍出版社、第4冊、23−27頁、ヘンダーソンから董事

会宛て書信（1870年1月24日）。

4）『工部局董事会会議録』第4冊、65頁（1870年4月5

日）。

5）『工部局董事会会議録』第4冊、106頁（1870年6月6

日）。

6）『工部局董事会会議録』第4冊、213頁（1870年10月

3日）。

7） 1934年時点で全国に17ヶ所の実験区があったとされ

る。内訳は河北省（定県、宛平県）、北平市（西山）、

山東省（歴城）、安徽省（和県）、江蘇省（粛県、塩

城、泰県、句容、江寧県湯山、江寧県江寧城）、上海

（呉淞、高橋、江湾）、浙江省（呉興、武康）、広東省

（広州））（Li1935）

8） 1950年代以降の農村基層衛生の各地における歴史的

実態に関しては、これまであまり検討されてこな

かった。近年Xiaoping Fangによる浙江省の事例研究

が発表されるなど、地域での実態が徐々に解明され

つつある。

9）本稿で用いた雲南省の地方衛生档案は、総合地球環

境学研究所「熱帯アジアの環境変化と感染症プロ

ジェクト」（2008-2012）の一環として、上海交通大

学（李玉尚教授）、雲南大学（周琼教授）、雲南開発

與発展研究会（張開寧教授）の協力により収集した

ものである。
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